
2019度　自治体奨学金制度比較

１．市町奨学金制度について

ある 14

ない 5 野々市市、羽咋市、川北町、津幡町、宝達志水（18より廃止）

２．奨学金制度の分類

高校 大学 高校 大学 その他

加賀市 ○ ○ ○ ○

小松市 ○

能美市 ○

白山市 ○

金沢市 ○

かほく市 ○

七尾市 ○

輪島市 ○

珠洲市 ○

内灘町 ○

志賀町 ○ ○ ○ ※専修学校含む

中能登町 ○

穴水町 ○

能登町 ○

３．応募と採用の状況について（2019.9.1現在）

高校 応募 採用 応募 採用 成績・等

加賀市 11 8 15 12 学業優秀

小松市 15 14 14 14 品行方正・学習意欲旺盛、居住者

白山市 25 5 21 5 成績優秀

金沢市 143 129 111 100 学業成績5段階で3.0以上、保護者在住

かほく市 13 10 12 11 学業成績5段階で3.5以上

七尾市 25 22 36 32 生活態度・意欲良、3年以上居住

珠洲市 0 0 2 2 成績・品行良好

内灘町 8 4 5 4 生活保護基準1.3倍未満、町内居住、集金未納なし

中能登町 12 5 5 1 成績証明書、居住

大学など 応募 採用 応募 採用 成績・等

加賀市 33 11 30 16

能美市 4 4 5 5 学情・人物優秀

輪島市 8 8 12 12 高校評定3.5以上、大学取単位平均以上

志賀町 2 2 3 3 学業優秀、学校長推薦、1年以上居住

穴水町 1 1 0 0 品行学術優秀､身体強健

能登町 1 1 1 1 学術優秀、品行方正、3年以上居住

※児童扶養手当 一人親家庭（18歳以下）月額4万円＋α

所得

総所得500万円以下

総所得500万円以下

収入生活保護基準の2.5倍未満

就学援助基準

2019年

給付 貸与

2018年 審査基準

修学困難者

経済的に困難

児童扶養手当準用

生活保護1.3倍を超えない

就学援助に準ずる

学資支弁困難

生活保護基準1.3倍

所得

主たる家計収入者552万以下

生活保護基準1.3倍

学費支弁困難



４．奨学金支給額について

条件貸与滞納対応等

随時連絡、返還方法・変更等相談

小松市 前年より半額に、2回に分け支給

能美市 ②は医大、将来能美市勤務条件

白山市 2回に分け支給、審査会で審議決定

金沢市

かほく市 1/3に減額

七尾市 18年度より14,000円増

輪島市 催促状の発送、℡折衝

珠洲市 年3回に分け支給､3倍に増額

内灘町

志賀町 催促状送付・面談

中能登町 年2回に分け支給

穴水町 納付書送付、訪問要請

能登町 保護者・保証人に連絡、手紙で催促

加賀市

105,000／年

60,000／年

②１５０，０００／月

8,000/月×4回

45,000/年　一括

10,000/月

①3～60,000/月

30,000/月

12,000/月 国公36,000、私48,000/月

4,800/月

50,000／年

30,000/月

120,000/年

専修36,000

高校 大学

貸与・45,000/3月

２５,000／年

貸与・90,000/3月

給付・15,000/3月 給付・60,000/3月

その他


